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令和５年度第１回別府市総合教育会議議事録 

 

１ 日 時  令和５年１０月１６日（月） 開会 午後１時３０分 

 

２ 場 所  別府市レセプションホール 

 

３ 出席者   

 （構成員）別府市長              長野 恭紘 

      教育長               寺岡 悌二 

      教育委員              福島 知克（教育長職務代理者） 

      教育委員              山本 隆正 

      教育委員              新谷 なをみ 

      教育委員              田中 淳子 

 （事務局）総務部長              柏木 正義 

      総務部次長兼総務課長        行部 さと子 

      総務課長補佐兼政策法務係長     藤内 洋一 

      総務課主査             伊藤 陽 

      総務課主事             麻生 健人 

教育部長              古本 昭彦 

      教育政策課長兼学校給食係長     森本 悦子 

      教育政策課参事           吉武 功二 

      教育政策課参事           浅井 建二 

      教育政策課教育政策係長       加藤 雄海 

      教育政策課指導主事         佐藤 元昭 

      学校教育課長            松丸 真治 

      学校教育課参事（共生社会実現・部落差別解消推進課参事併任） 縄田 早苗 

      学校教育課参事           時松 哲也 

      学校教育課参事兼教育相談センター所長 宮川 久寿 

      社会教育課長兼美術館長兼少年自然の家「おじか」所長 姫野 淳子 

      社会教育課参事兼図書館長      西澤 和江 

 （オブザーバー）小・中学校長会長 別府西中学校校長 杉原 勉 

      中学校長会長 中部中学校校長    佐藤 裕一 

      小学校長会長 朝日小学校校長    新原 克哉 

      幼稚園会長 亀川小学校校長     志賀 貴代美 
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４ 議 事 

（１）議題 第３期別府市教育大綱策定に向けて 

（２）目的 第３期別府市教育大綱の基本理念について意見交換 

（３）経過 

ア 別府市総合教育会議運営要綱第３条により市長が議長として会議の議事進行

を行い、事務局から、第３期別府市教育大綱策定に向けて、別府市教育大綱の

位置付け、別府市における教育課題と今後の方向性、第３期別府市教育大綱基

本理念案について説明が行われた。 

 

イ 第３期別府市教育大綱の基本理念について、委員から意見があった。主な意

見は以下のとおり。 

〇 第２期教育大綱の基本理念「しなやかに生きる」「地域社会の創り手」「自

立」は定義がなされておらず意味が分かりづらい。基本理念はわかりやすい

ものがよい。 

〇 基本理念の中でどこに別府らしさを出すかを考える必要がある。国際観光

温泉文化都市であること、女性が活躍するまちであること、福祉のまちであ

ること、医療機関の多さ、ホスピタリティーの精神等が別府市の個性として

挙げられる。 

〇 時代の変化に対応する力が持続可能な社会を作る上で必要であるとして

「しなやか」さというものが第２期教育大綱では採用された。「しなやか」さ

は重要なものだ。「子供たちが主体的に生きる」ことが別府市の課題である。

「しなやかさ」、「主体性」、別府市の個性をどのように教育大綱に組み込むか

を考える必要がある。 

〇 子供たちにどうなってほしいかを考える上で、今の姿・課題を捉え、理想

との間を埋めるための政策を考えることになる。全国的にみて大分県の課題

として不登校の解消ができていないことがある。学校という場所が全員に適

した場所ではないという視点から学校以外の学びの場が重要である。ダイバ

ーシティとインクルージョンを重視したい。「自分らしく生きる」というキー

ワードはどうか。 

〇 情勢の変化が大きい中で、子供たちには様々なことに対応していってほし

いし、また、関係性の中で生きていってほしい。様々な市民や年代層の人が

基本理念の言葉の一つ一つを共有できるようなものにしたい。 

〇 仲間がいないと幸せにならない。不登校について、居場所があるだけでは

解決には足りず、その場所に仲間がいることが重要である。いかに仲間を作

れる環境にするかを重視したい。 

〇 基本理念について、短く箇条書のものに限る必要はないのではないか。大

理念として、これまで挙げられた意見を盛り込んだ前文的な、文章で別府の

街がどのようなものか、どんなに素晴らしいかを記載してもよいのではない

か。その下に中理念として、より具体的な個別のキーワードを定義するのは
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どうか。 

〇 基本理念はキーワードが並ぶものがよい。 

〇 障害を持つ人たちと話すと、「夢を持っていいんですか」という言葉を聞

く。「夢を持てる」教育をしてほしい。 

〇 基本理念の中に「笑顔」を盛り込みたい。 

〇 別府で生まれてよかった、「ありがとう」ということを思える教育にした

い。別府市政にとって一番大事なものは人に起因する。教育の根底に、人が

必ず帰ってくることのできる根幹として、揺るがないふるさとにつながる教

育理念があってほしい。 

〇 基本理念を考える上で、教育課題への対処療法の側面と根本治療の側面が

あり、それらは分けて考える必要がある。 

〇 インクルージョン教育について、教育の分離が進まないように考える必要

がある。 

〇 不登校の問題については様々な問題を包摂しており、別府市単独で解決す

ることは難しい。アウトリーチの視点を入れてもらいたい。 

（４）決定事項 

 議長から、基本理念について本会議で出された意見を基に事務局で別府ならで

はという大きな視点からの「大理念」及びより個別具体的な「中理念」を作成

し、事前に教育委員に示した上で、第２回別府市総合教育会議を開催することと

する提案があり、全委員の了承を得て本会議は終了した。 


